
第３次佐渡市男女共同参画計画
令和6年度事業実績一覧

Ⅰ 男女共同参画社会の形成に向けた意識づくり

Ⅰ 1 あらゆる分野における男女平等意識の浸透

Ⅰ 1 １ 家庭・地域における固定的性別分担役割分担意識の解消

Ⅰ 1 １ (1)
家庭内における男女平等意
識の醸成を図ります 市民課 11 11

①地域セミナーin佐渡「みんなで子育
てせんかっちゃ！ ～子育て今昔物語
～」の開催（子ども若者課主催のイベ
ントにて）
参加者：１９名
②LGBTQ理解促進セミナーの開催
参加者：２０名

①11月3日(日)13:00～
14:30

②１１月３０日（土）１３:３
０～１５：００

子ども若者課

Ⅰ 1 １ 高齢福祉課 11 11

・家族介護教室の実施
　　前期：2回
　　後期：3回
　　出前教室：2回

　前期：６～８月
　後期：10月～12月
　出前教室：随時

Ⅰ 1 １ 健康医療対策課 11 11
パパとママのマタニティセミナーの実
施

5月・8月・11月・2月

Ⅰ 1 ２ 職場における固定的性別分担意識の解消

Ⅰ 1 ２ (1)
事業所等に対し、広報誌等
による周知・啓発に努めま
す

地域産業振興課 11 11
当課ではR7年1月の時点で広報誌等で
の周知はしていません。

Ⅰ 2 保育園・幼稚園・学校における男女平等意識の啓発

Ⅰ 2 １ 男女平等意識に基づく指導

Ⅰ 2 １ ⑴
学習指導要領に沿って男女
平等意識を育む教育を行い
ます

学校教育課 13 13

指導主事・教育指導主事が全ての小中
学校を訪問し、教育計画への位置づ
け、確実な実施について指導してい
る。

６月～１２月

Ⅰ 2 ２ 教育関係者への意識啓発

Ⅰ 2 ２ 学校教育課 13 13

①人権教育、同和教育研修講座の実施
②自治的風土を育てる学級・学校づく
り研修
③各校で人権教育、同和教育に関する
研修を２回以上実施

①10月18日、19日
②6月６日、11月2日
③4月～令和７年3月まで

Ⅰ 2 ２ 子ども若者課 13 13

①佐渡地区保育事業研究会研修会の実
施
②新潟県保育士会主催の研修会への参
加

➀10月19日、11月9日
②6月5日、6月13日、7月
11日、7月18日、7月19
日、8月6日、9月5日、9月
13日

Ⅰ ３ あらゆる暴力の根絶

Ⅰ ３ １ あらゆる暴力を許さない意識づくり

Ⅰ ３ １ ⑴
DV等を防止するための啓
発を推進します

子ども若者課 15 15

①人権展では「女性の人権」でデート
DV等と紹介。
②いのちの授業では希望する学校を会
場に14回、581名（R6.12月末）が
受講した。

①7月5日
②6月～3月

Ⅰ ３ １ 子ども若者課 15 15
DV被害者支援ネットワーク会議を実
施し、15の構成機関と情報共有をした

5月30日（木）
13:30～16:30

Ⅰ ３ １ 社会福祉課 15 15

総合福祉相談支援センターにおいて
様々な相談に対応し適切な支援につな
げるため、日頃より関係機関との連携
や相談支援体制の整備に努めた。

通年

Ⅰ ３ １ 市民課 15 15

①庁内の基幹系システムに警告メモを
入力し情報を共有する。
②佐渡市DV被害者支援ネットワーク
会議に参加し、連携機関との協力を図
る。

①随時入力

②5月30日（木）
13:30～16:30

(2)
関係機関との連携や適切な
相談機関の情報提供に努め
ます

(2)
男女がともに家事・育児・
介護を学ぶ機会の提供と参
加を促進します

行
政
の
役
割

⑴
保育士、教育関係者への男
女平等教育に関する研修会
への参加を促進します
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Ⅰ ４ 生涯を通した心身の健康づくりへの支援

Ⅰ ４ １ 性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）についての知識の普及

Ⅰ ４ １ (1)

性に関する正しい認識と理
解を児童・生徒の発達段階
に応じ適切な指導を行いま
す

学校教育課 17 17 各校の実情に応じて実施している。 令和６年６月～１２月

Ⅰ ４ １ (2)
不妊に悩む男女に対する情
報提供と支援の充実に努め
ます

健康医療対策課 17 17

不妊・不育治療費助成事業
　不妊治療や不育治療をしているご夫
婦に対して、その治療費及び通院費、
宿泊費の一部を助成

随時

Ⅰ ４ ２ 生涯を通し健康の保持・増進の推進

Ⅰ ４ ２ (1)
生涯を通した男女の健康増
進を促進します

社会教育課 17 17

①ニュースポーツフェスティバルの実
施　参加人数　64名
②モルック大会　想定人数　 50名
③ソフトバレー大会　想定人１００名

①９月２３日
②令和７年3月１５日
③令和７年3月１６日

Ⅰ ４ ２ (2)
各種健康診査や検診を受け
やすい体制整備を促進し、
健康保持を支援します

健康医療対策課 17 17

①【乳がん検診】
対象：40歳以上の女性（2年に1回）
※41歳の方に無料クーポン券を発行
・集団健診（10会場：16日間）
・個別健診（佐渡検診センター）
②【特定健康診査】
40～74歳の国保加入者を対象にメタボ
リックシンドローム該当者・予備群を減少
させる目的で集団健診・人間ドックを実施
・集団健診：13会場（36日間）実施

①5月～9月（集団健診は5月～2
月）
②5月～７月
　追加健診　：11月
　人間ドック：随時

健診受診者で指導や受療が必
要な人に、家庭訪問や健康相
談等で保健指導を実施し、結
果のフォローを行った。
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男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる環境づくり

Ⅱ 1 働く場における男女共同参画の推進

Ⅱ 1 １ 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

Ⅱ 1 １ 総務課 21 21

毎年度の女性活躍推進法に基づく行動
計画の実施状況の公表にあわせて周知
に努め、性別に関係ない、公正な採用
選考を行った。

随時

Ⅱ 1 １ 地域産業振興課 21 21
当課ではR7年1月の時点で事業所への
周知は行っていません。

Ⅱ 1 １ 総務課 21 21

係長級以上を対象に、ハラスメントを
発生させない職場づくりを行うととも
に、自らもハラスメントを行うことが
ないよう研修を行った。（計45名受
講）

８月に２回実施

Ⅱ 1 １ 地域産業振興課 21 21

関係機関が実施する、ハラスメント防
止のための研修や、社会保険労務によ
る相談・支援の窓口を案内し、事業所
への啓発に努めた。

随時

Ⅱ 1 １ (3)
ハッピー・パートナー企業
登録に向けた周知啓発を行
います

市民課 21 21
市HPによる周知、イベント時にリーフ
レットの配布

随時

Ⅱ 1 ２ 個人の能力が発揮できる就業環境に向けた支援

Ⅱ 1 ２ ⑴
働きやすい企業や業界に関
する情報を収集し、情報提
供に努めます

地域産業振興課 21 21
求人関係等の情報を収集し、求職者に
対して情報提供を行った。

通年

Ⅱ 1 ２ (2)

性別によることなく、個人
の能力に応じて起業、就
職、再就職が目指せるよう
に支援します

地域産業振興課 21 21
性別で区別することなく、個人の能力
に応じて相談するように努めた。

通年

Ⅱ 2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

Ⅱ 2 １ 仕事と生活の調和に向けた意識啓発

Ⅱ 2 １ 総務課 23 23

時間外縮減や休暇取得を促進するた
め、管理職が係員の業務量を適正に管
理するよう、係内及び課内ミーティン
グの徹底を呼びかけた。

随時

Ⅱ 2 １ 地域産業振興課 23 23
厚生労働省が主催する就業環境整備改
善セミナーなどを案内し、事業所への
啓発に努めた。

令和6年8月～令和7年1月

Ⅱ 2 １ 総務課 23 23
男性職員の育休取得率が上昇したの
で、引き続き制度周知や職員向けの研
修会などの実施を推進する。

随時

今年度中に制度説明のリーフ
レットを作成し、さらに分か
りやすい制度周知の取組みを
予定している。

Ⅱ 2 １ 地域産業振興課 23 23

関係機関が行う労務管理に関するセミ
ナーや、働き方改革に関する相談窓口
などを案内し、事業所への啓発に努め
た。

随時

Ⅱ 2 ２ 多様なライフスタイルに対応するための支援

Ⅱ 2 ２ ⑴

放課後児童クラブ等、放課
後の子どもたちの安全・安
心な居場所の確保に努めま
す

子ども若者課 23 23

高千児童クラブを新規に開設し、佐和
田児童クラブ及び金井児童クラブの利
用定員を増員した。
こどもの居場所の確保を拡充し、仕事
と子育ての両立を図った。

通年

⑴

それぞれの事情に応じた多
様な働き方を選択できる就
業環境整備に向け、各種制
度の周知・啓発に努めます

（2）
育児・介護休業等の取得し
やすい職場環境づくりに向
けた啓発に努めます

⑴

男女雇用機会均等法におい
て、雇用管理における性別
を理由とする差別の禁止等
の周知に努めます

(2)
職場におけるハラスメント
の防止に向けた研修や啓発
に努めます
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Ⅱ 2 ２ ⑵
在宅サービス、施設サービ
スなど介護サービスの充実
を図ります

高齢福祉課 23 23
①「佐渡市の介護保険」の各戸配付に
よる制度の周知
②介護老人福祉施設整備に対する補助

①５月配布

②R6.9月開設

Ⅱ ３ 男性にとっての男女共同参画

Ⅱ ３ １ 男性が抱える困難への対応

Ⅱ ３ １ 社会福祉課 25 25

・福祉に関する総合相談窓口として、
社会福祉課内に総合福祉相談支援セン
ターを設置し、子どもから高齢者ま
で、ご本人やご家族等からの様々な初
期相談に対応した。
・広報やイベント等において総合福祉
相談支援センターの周知を行った。

通年

Ⅱ ３ １ 健康医療対策課 25 25

①相談窓口のチラシ配布の実施
②市報への掲載
③ゲートキーパー研修の実施
（市民対象：1回、市役所職員対象：1
回）
④学校・地域を対象に、こころの健康
教育の実施（高校2回、地域1回）
⑤自殺対策協議会（1回）

①随時
②９月・3月
③市民対象：9月
　市役所職員対象：2月
④学校：6月・7月
　地域：6月
⑤10月

自殺対策協議会
　自殺の実態を共有し、地域
や職場等、それそれが取り組
めることを検討する。

Ⅱ ３ ２ 男性の家事・育児・介護等への参画の促進

Ⅱ ３ ２ ⑴
男性の働き方を見直せるよ
うに事業所への意識啓発を
行います

地域産業振興課 25 25
関係機関が行う働き方改革や時間外労
働の上限規制に関する相談窓口などを
案内し、事業所への啓発に努めた。

随時

Ⅱ ３ ２ 健康医療対策課 25 25
パパとママのマタニティセミナー
年4回実施

5月・8月・11月・2月

Ⅱ ３ ２ 子ども若者課 25 25
子ども未来舎りぜむを会場に実施。
実人数5名、延人数２２名

11月17日、24日、12月1
日、8日の9:30～11:30

Ⅱ ３ ２ 高齢福祉課 25 25

・家族介護教室の実施
　　前期：2回
　　後期：3回
　　出前教室：2回

　前期：６～８月
　後期：10月～12月
　出前教室：随時

Ⅱ ４ 高齢者・障がい者が安心して暮らせるしくみづくり

Ⅱ ４ １ 高齢者・障がい者の社会参画支援

Ⅱ ４ １ ⑴
老人クラブ等の事業を通
じ、高齢者の自主的な活動
を支援します。

高齢福祉課 27 27

・老人クラブ事業運営費補助
　　34クラブ
・老人クラブ連合会活動促進事業費補
助の実施

―

Ⅱ ４ １（2）
障がい者が地域で生きがい
をもって暮らしやすい仕組
みを整備します

社会福祉課 27 27

より地域課題に合わせて具体的な協議
ができるよう自立支援協議会の体制を
見直し、地域課題に合わせたワーキン
ググループを作り、課題解決に向けた
協議を行った。

通年

Ⅱ ４ ２ 高齢者・障がい者が安心して暮らせるしくみづくり

Ⅱ ４ ２ 社会福祉課 27 27

①相談支援事業所や地域包括支援セン
ターと連携し相談支援を行うととも
に、相談支援体制の整備・強化に努め
た。
②「障がい福祉従事者新任者研修」、
「意思決定支援研修」に各分野から参
加を呼びかけ、連携体制強化及び質の
向上に努めた。

①通年
②「障がい福祉従事者新任者
研修」（5月開催34名参加、
9月開催14名参加)、「意思決
定支援研修」(10月23日開催
46名参加）

Ⅱ ４ ２ 高齢福祉課 27 27
①救急医療情報キットの普及啓発
　　32地区、188セット配布
②見守り関係団体連絡会の開催

①随時

②令和7年1月24日開催

⑴
誰もが相談しやすい相談体
制の充実に努めます

⑵
男性が家事・育児・介護を
学ぶ機会の提供と参加を促
進します

⑴
高齢者・障がい者の生活を
包括的に支援します。
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Ⅱ ４ ２ ⑵
介護負担を軽減するサービ
スの充実や人材育成等生活
支援体制を整備します

高齢福祉課 27 27

①在宅福祉サービス
②介護手当支給事業
③認知症サポーター養成講座の開催
④介護老人福祉の人材育成・確保事業
（医療・介護・福祉の人材育成及び確
保事業補助金）

①随時
②年2回支給(9月・3月)
③随時
④随時

Ⅱ ５ 困難を抱えた人が安心して暮らせる環境の整備

Ⅱ ５ １ 生活困窮者への自立支援

Ⅱ ５ １ ⑴
生活困窮者への総合的な支
援を行います。

社会福祉課 29 29
生活自立相談支援センターの支援員が
関係機関と連携し相談者に寄り添いな
がら自立に向けた支援を行った。

通年
生活困窮者自立支援事業を佐
渡市社会福祉協議会へ委託し
て実施。

Ⅱ ５ ２ ひとり親家庭への支援

Ⅱ ５ ２ ⑴
ひとり親家庭への総合的な
支援を行います。

子ども若者課 29 29

①ひとり親への就労相談
　　実人数１名、延人数7名
②ひとり親家庭への学習支援
　　実人数9名、延人数77名
　
※令和6年11月末実績

4月1日～令和７年3月31日

Ⅱ ６ 男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の構築

Ⅱ ６ １ 防災・災害復興活動における女性参画の促進

Ⅱ ６ 1 ⑴

防災計画や災害対応マニュ
アル等市の防災対策に女性
や要配慮者等の視点を取り
入れます。

防災課 31 31

近年の大雪災害、地震・津波災害を教
訓として、災害時の被害を最小化する
「減災」の考え方を基本とし、「自
助」、「共助」、「公助」の適切な役
割分担による社会全体で防災・減災を
目指す計画とした。

令和6年10月

Ⅱ ６ 1（2）

災害時の避難所運営等、
様々な場面において、男女
共同参画の視点に配慮した
対応となるよう、市民を対
象とした研修会を開催しま
す。

防災課 31 31
自主防災組織や防災リーダー向けの研
修会

令和7年2月16日(予定)

Ⅱ ７ 国際理解の促進と在住外国人のまちづくりへの参加促進

Ⅱ ７ １ 国際理解への取組

Ⅱ ７ １ 学校教育課 33 33

①国際理解教育計画を教育計画に位置
付け、異文化に触れあう教育活動を実
施している。
②佐和田中学校では、ALT,CIR,SEA
を招請して差別などを学ぶ授業を行っ
た。

①令和６年4月から令和７年3
月までの期間
②12月17日

Ⅱ ７ １ 社会教育課 33 33

①SEA（スポーツ国際交流員）が幼保
育園を回り、アクテビティを通じたコ
ミュニケーションを行った。
②ALT（外国語指導助手）が公民館講
座（英会話）の講師を勤め、日常会話
を通して異文化に触れ合った。

①８月～３月末（予定）
②９月～３月末（予定）

社会教育課

Ⅱ ７ ２ 在住外国人への支援

Ⅱ ７ ２ ⑴
ボランティア、市民活動団
体と連携した相談体制づく
りや支援を行います。

市民課 33 33

①人権展における啓発活動（外国籍の
人の人権）
②外国人技能実習機構の援助相談員と
の意見交換（現状の課題について整
理）

①７月
②１１月

Ⅱ ７ ２ ⑵
医療・福祉における多様な
言語での受け入れ態勢の整
備を推進します

健康医療対策課 33 33

健診や保健指導、育児等において、
言語の理解に困っている人の話を聞
き、適切な支援を関係機関と連携し
て行った。

随時

⑴
異文化に触れ合う機会を提
供し、国外への興味関心を
促します。
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具体的な施策 R6年度事業実績 実施時期 備考

Ⅲ 女性の活躍できる社会づくり

Ⅲ 1 あらゆる政策・方針決定の場への女性参画の促進

Ⅲ 1 １ 各種附属機関・懇談会・団体等における女性の積極的な登用

Ⅲ 1 １ ⑴
市の附属機関・懇談会等に
おける女性の登用を積極的
に取り組みます

全課 37 37
委員の改選の際に、事務局に対し女性
の積極的登用の呼びかけ

随時

Ⅲ 1 １ ⑵
市の附属機関・懇談会等に
おける女性の登用割合を定
期的に調査します

市民課 37 37
「令和６年度地方公共団体における男
女共同参画社会の形成又は女性に
関する施策の推進状況調査」の実施

８月
令和６年市の附属機関・懇談
会等における女性の登用割
合：26.3%

Ⅲ 1 １ ⑶
市女性職員の育成・係長以
上への役職の登用を推進し
ます

総務課 37 37

市の人事計画に基づき、女性職員の
キャリアアップや係長以上への登用を
推進したが、登用率は横ばいとなっ
た。
意見交換会や研修等は実施できなかっ
たが、研修のオンライン化や係長研
修・セルフケア研修を庁内で実施し、
新たに係長になった職員のスキルアッ
プやフォローに取り組んだ。

Ⅲ 1 ２ 地域の活動団体における女性参画の促進

Ⅲ 1 ２ ⑴

女性の参画を促進する団
体、グループ、ＮＰＯ等を
支援し、地域の活動団体へ
の女性の参画を促進しま
す。

全課 37 37

①佐渡連合婦人会主催の総会、交歓会
の共催（佐渡市教育委員会）
②第47回女性のつどいの共催（佐渡市
教育委員会）

①７月１７日、11月27日
②１１月10日

Ⅲ 2 農業や商工業等自営業の男女共同参画の推進

Ⅲ 2 １ 農業における女性の経営参画の促進

Ⅲ 2 １ 農業政策課 39 39
窓口で相談があった際は随時説明を行
う予定であったが、実績はなし。

適宜

Ⅲ 2 １ 農業委員会事務局 39 39 説明実績なし。 随時

Ⅲ 2 １ ⑵

女性が力をつけ能力が十分
に発揮できるよう、生産や
経営管理の知識・技術を習
得するための研修機会の提
供を推進します

農業政策課 39 39
必要に応じて情報提供等行う予定でい
たが、女性を対象にした周知の実績は
なし。

適宜

Ⅲ 2 ２ 商工業等自営業における女性の経営参画の促進

Ⅲ 2 ２ ⑴

家族経営における適正な労
働時間や休日の確保等、就
業条件の整備について普
及・啓発を図ります

地域産業振興課 38 38

関係機関と連携して、女性が長く働き
続けられるための支援やスキルアップ
に関するセミナーについて、案内を
行った。

8月～11月

Ⅲ 2 ２ ⑵

女性の参画を促進するた
め、経営に関して必要な技
術や知識の習得のための研
修機会の提供を推進します

地域産業振興課 38 38
創業時に必要となる知識習得のサポー
トや、資格取得にかかる経費に対し補
助金を交付した。

通年

⑴
家族経営協定の締結を促進
します
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